
市町 大字 字 地番

1 鳥栖市 神辺町 中川原 74 田 1,436 3年

2 鳥栖市 酒井西町 三十六 87-1 田 991 4年11ヶ月

3 鳥栖市 酒井西町 三十六 88-1 田 662 4年11ヶ月

4 鳥栖市 酒井西町 三十六 89-1 田 1,981 4年11ヶ月

5 鳥栖市 酒井西町 三十六 90-1 田 500 4年11ヶ月

6 鳥栖市 酒井西町 小柳 217 田 705 4年11ヶ月

7 鳥栖市 水屋町 粟畑 1513-3 田 1,591 4年11ヶ月

8 鳥栖市 水屋町 粟畑 1516-1 田 553 4年11ヶ月

9 鳥栖市 酒井西町 三十六 67-1 田 4,100 4年11ヶ月

10 鳥栖市 酒井西町 中高 477 田 3,051 4年11ヶ月

11 鳥栖市 酒井西町 小柳 160-1の一部 田 2,632.3 4年11ヶ月

12 鳥栖市 酒井西町 小柳 208-1 田 312 4年11ヶ月

13 鳥栖市 酒井西町 小柳 225 田 301 4年11ヶ月

14 鳥栖市 水屋町 粟畑 1536 田 287 4年11ヶ月

15 鳥栖市 酒井西町 小柳 204 田 524 4年11ヶ月

16 鳥栖市 酒井西町 小柳 187 田 392 4年11ヶ月

17 鳥栖市 酒井西町 小柳 192 田 442 4年11ヶ月

18 鳥栖市 酒井西町 小柳 193 田 340 4年11ヶ月

19 鳥栖市 酒井西町 三十六 124-3 田 444 4年11ヶ月

20 鳥栖市 酒井西町 小柳 161-1 田 1,634 4年11ヶ月

21 鳥栖市 酒井西町 小柳 227 田 411 4年11ヶ月

鳥栖市に係る貸付予定農地についての意見聴取

 「農地中間管理事業の推進に関する法律」第18条第3項の規定により、利害関係人の意見を聴
取します。
  この意見聴取に係る利害関係人は、当該意見聴取期間満了の日までに、公益社団法人佐賀県農
業公社に意見書を提出することができます。
 なお、意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具体的に記
載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提出してください。
 意見聴取期間は、令和8年5月20日（水）から令和8年5月27日（水）とします。
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22 鳥栖市 酒井西町 三十六 80-1 田 782 4年11ヶ月

23 鳥栖市 儀徳町 西田 2440 田 205 10年

24 鳥栖市 儀徳町 西田 2441 田 505 10年

25 鳥栖市 酒井西町 三十六 71-1 田 4,677 4年11ヶ月

26 鳥栖市 酒井東町 瘤町 858-1 田 1,657 4年11ヶ月

27 鳥栖市 酒井東町 瘤町 858-2 田 1,511 4年11ヶ月

28 鳥栖市 真木町 巻上 1446-2 田 500 6年

29 鳥栖市 安楽寺町 浜 1039-10 田 661 3年

30 鳥栖市 幸津町 東中野 896 田 1,090 10年

31 鳥栖市 下野町 下畑田 1292-1 田 1,514 3年

32 鳥栖市 下野町 土井外 3280-1 田 41 3年

33 鳥栖市 下野町 登縄手 599-1 田 2,030 3年

34 鳥栖市 下野町 谷 806-1 田 1,066 3年

35 鳥栖市 下野町 谷 817 田 595 3年

36 鳥栖市 下野町 上畑田 1115-1 田 1,455 3年

37 鳥栖市 下野町 上分 2580-2 田 409 3年

38 鳥栖市 下野町 上畑田 844-1 田 2,275 3年

39 鳥栖市 下野町 土井外 3255-2 田 261 5年

40 鳥栖市 下野町 土井外 3266-1 田 1,107 5年

筆数： 40筆 面積： 45,630.3㎡合計


